
  
 

一

 
 

 

総
合
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

総
合
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
条 

総
合
特
別
区
域
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
四
項
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
） 

第
十
四
条
の
二 

指
定
地
方
公
共
団
体
は
、
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め

に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
に
お
い

て
「
特
定
事
業
」
と
い
う
。
）
の
内
容
、
実
施
主
体
及
び
開
始
の
日
に
関
す
る
事
項 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
ご
と
の
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
特
例
措
置
の
内
容 



 

  
 

二

 

三 

指
定
地
方
公
共
団
体
が
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
を
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
区
域
（
第

三
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
実
施
区
域
」
と
い
う
。
）
の
範
囲 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
二
項
第
一
号
」
と
あ

る
の
は
「
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
十
二
項
中
「
特
定
国

際
戦
略
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
国
際
戦
略
事
業
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
特
定
事
業
」
と
、
同
条
第
九

項
中
「
特
定
国
際
戦
略
事
業
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
国
際
戦
略
事
業
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
特
定
事

業
並
び
に
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
各
号
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
」
と

す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
二
条
第
十
項
の
認
定
を
受
け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画

（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
十
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
を
構
造

改
革
特
別
区
域
法
第
四
条
第
九
項
の
認
定
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
と
、
第
十
二
条
第
十
項
の



  
 

三

認
定
を
受
け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

を
同
法
第
四
条
第
九
項
の
認
定
を
受
け
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と

き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
と
、
特
定
事
業
実
施
区
域
を
同
法
第
二
条
第
一
項
の
構
造
改
革
特
別
区
域
と
、
第
八
条
第

九
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
場
合
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
二
条
第
十
項
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認

定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
と
み
な
し
て
、
同
法
第
四
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
二
条
第
十
項
の
認
定
を
受
け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画

に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の
特
例
措
置
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措
置
と
み

な
し
て
、
同
法
第
四
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
二
条
第
十
項
の
認
定
を
受
け
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
計
画

（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
次
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
条
第
二
項
中
「
特
定
国
際
戦
略
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
国
際
戦
略
事
業
及
び
前
条
第
一

項
第
一
号
の
特
定
事
業
」
と
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第



 

  
 

四

一
号
中
「
特
定
国
際
戦
略
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
国
際
戦
略
事
業
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
特
定
事
業
」

と
す
る
。 

６ 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域

計
画
に
つ
い
て
の
こ
の
法
律
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
特
定
事
業
） 

第
三
十
七
条
の
二 

指
定
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
必
要

と
認
め
る
と
き
は
、
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
の
内
容
、
実
施
主

体
及
び
開
始
の
日
に
関
す
る
事
項 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
ご
と
の
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
特
例
措
置
の
内
容 

 

三 

指
定
地
方
公
共
団
体
が
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
を
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
区
域
（
第



  
 

五

三
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
実
施
区
域
」
と
い
う
。
）
の
範
囲 

２ 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
二
項
第
一
号
」

と
あ
る
の
は
「
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
十
二
項
中
「
特

定
地
域
活
性
化
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
活
性
化
事
業
及
び
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
特
定
事
業
」
と
、

同
条
第
九
項
中
「
特
定
地
域
活
性
化
事
業
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
活
性
化
事
業
及
び
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項

第
一
号
の
特
定
事
業
並
び
に
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
各
号
及
び
第
三
十
七
条
の

二
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
第
十
項
の
認
定
を
受
け
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域

計
画
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
五
条
第
十
項
の
認
定
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）

を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
条
第
九
項
の
認
定
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
と
、
第
三
十
五
条

第
十
項
の
認
定
を
受
け
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変



 

  
 

六

更
後
の
も
の
）
を
同
法
第
四
条
第
九
項
の
認
定
を
受
け
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
認

定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
と
、
特
定
事
業
実
施
区
域
を
同
法
第
二
条
第
一
項
の
構
造
改
革
特
別
区
域

と
、
第
三
十
一
条
第
九
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
の
指
定
が
解
除
さ
れ

た
場
合
及
び
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
五
条
第
十
項
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
同
法
第
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
と
み
な
し
て
、
同
法
第
四
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
第
十
項
の
認
定
を
受
け
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区

域
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
の
規
制
の
特
例
措
置
を
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
の
規
制
の
特
例
措

置
と
み
な
し
て
、
同
法
第
四
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
五
条
第
十
項
の
認
定
を
受
け
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区

域
計
画
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
次
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
及
び
第

四
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
条
第
二
項
中
「
特
定
地
域
活
性
化
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
活
性
化

事
業
及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
の
特
定
事
業
」
と
、
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
四
十
二
条
第

二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
特
定
地
域
活
性
化
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
域
活
性
化
事
業
及
び
第
三
十
七



  
 

七

条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
特
定
事
業
」
と
す
る
。 

６ 
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区

域
計
画
に
つ
い
て
の
こ
の
法
律
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
十
六
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で 

削
除 

 
 

別
表
第
二
の
四
の
項
中
「
特
定
農
業
者
特
定
酒
類
製
造
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の
項
中
「
特
産
酒
類
製

造
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
項
中
「
民
間
事
業
者
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改

め
、
同
表
の
七
の
項
中
「
特
定
水
力
発
電
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
二
条
並
び
に
附
則
第
二
条
、
第
三
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日 



 

  
 

八

 
二 

第
三
条
及
び
附
則
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

政
令
で
定
め
る
日 

 

三 

附
則
第
九
条
の
規
定 

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第 

 
 

号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 

 

附
則
第
五
条
を
附
則
第
六
条
と
し
、
附
則
第
四
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
附
則
第
三
条
を
附
則
第
四
条
と
し
、
附
則
第
二
条

を
削
り
、
附
則
第
一
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
総
合
特
別
区
域
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
同
項
各
号
に
定
め
る
酒
類
の
製
造
免
許
（
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

六
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
免
許
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
者
は
、
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
総
合
特
別
区
域
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
み
な

し
て
適
用
さ
れ
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
て
同
項
各
号
に
定
め
る
酒
類
の
製
造
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。 



  
 

九

第
三
条 

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
二
十
三
条
等
の
許
可
（
旧
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
河
川
法
第
二
十
三
条
等
の
許
可
を
い
う
。
）
を
受
け
て

い
る
特
定
水
力
発
電
事
業
（
旧
法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
特
定
水
力
発
電
事
業
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三
十

七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
一
条
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
河
川
法
第
二
十
三
条
等
の
許
可
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河

川
法
第
二
十
三
条
等
の
許
可
を
い
う
。
）
を
受
け
た
特
定
水
力
発
電
事
業
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
水
力
発
電
事
業
を
い
う
。
）
と
み
な
す
。 

 

附
則
第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
一
条
第
十
三
項
中
「
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
発
電
水
利
使
用
及
び
」
を
削
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
） 



 

  
 

一
〇

第
八
条 

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
二
条
中
「
及
び
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
発

電
水
利
使
用
」
を
削
る
。 

 

（
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
一
条
中
「
第
十
五
条
ま
で
」
を
「
第
十
四
条
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
十
四
条
を
削
り
、
附
則
第
十
五
条
を
附
則
第
十
四
条
と
す
る
。 

 


